
 

 

 
 

令和４年度観光プロダクト開発促進事業について 

 

１ 要旨・目的 

  民間事業者等が行う新たな観光プロダクト開発を支援するため，令和４年度観光プロダ

クト開発促進補助金の公募を５月 24日（火）から開始した。 

 

２ 現状・背景 

新型コロナウイルス感染症が拡大する中，令和２年度以降，経費の補助率や採択件数の

拡充を行い，新しい生活様式を踏まえた新たな観光プロダクトの開発に対する支援を強化

してきた。 

令和３年度からは，新たにプラットフォーム（※）を創設し，異業種を含む幅広い事業

者による観光プロダクトの企画・開発の促進に取り組んでいる。 
 

※  地場産業やモノづくり，ＩｏＴなど異業種を含む幅広い事業者間のネットワークを

強化する場として創設したもので，セミナーの開催や事業者の企画に対するマーケテ

ィングリサーチ・販売・ＰＲなどの支援を行うもの（令和４年５月末時点で約 340事

業者が参加）。 

 

３ 事業概要 

(1) 事業実施主体 

   （一社）広島県観光連盟 

 

(2) 実施内容（補助内容）                 

補  助  対  象  者 
新たな観光プロダクトの開発を希望する民間事業者，観光協会，

商工会議所，ＤＭＯ等（※） 

補 助 率 ２/３以内 

補 助 上 限 額 単独事業者 4,000千円，異業種連携事業者 10,000千円 

補 助 対 象 経 費 
備品購入費，旅費，施設整備・改修費，委託料，広告宣伝費，      

人件費など 

補助金交付申請期間 

第１期：令和４年 ５月 24日（火）～ ７月 29日（金） 

第２期：令和４年 ８月 22日（月）～ ９月 30日（金） 

第３期：令和４年 10月 17日（月）～ 11月 15日（火） 

※ 補助対象者は，令和３年度に創設したプラットフォームへの参加を条件としている。 

    

(3) 予算（単県） 

200,000千円 
 

４ その他 

県観光ＨＰへの掲載などを通じて，周知を図る。 

・令和４年度観光プロダクト開発促進補助金のお知らせ（県観光ＨＰ） 

https://dive-hiroshima.com/business/news/news-10787/ 
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